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春
闘
に
お
け
る
民
間
賃
金
の
増
が
、
人
事
院
勧
告
・
人
事

委
員
会
勧
告
に
反
映
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
私
た
ち
の
秋
の

闘
い
で
、
賃
金
増
を
勝
ち
取
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。 

 

て
い
ま
す
。 

第
２
項
は
、
賃
金
は
生
計
費
、
国
・
他
の

自
治
体
の
賃
金
、
民
間
の
賃
金
を
考
慮
し
て

定
め
ら
れ
る
と
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
第
４

項
で
、
賃
金
そ
の
他
の
勤
務
条
件
を
定
め
る

に
当
た
っ
て
、
国
や
他
の
自
治
体
と
の
権
衡

（
バ
ラ
ン
ス
）
を
失
し
な
い
よ
う
に
考
慮
す

る
と
い
う
、「
均
衡
の
原
則
」
を
明
示
し
て
い

ま
す
。 

▼
次
に
人
事
院
勧
告
制
度
と
自
治
体
賃
金

の
決
定
に
つ
い
て
触
れ
ま
す
。 

 

民
間
企
業
は
、
概
ね
２
月
～
４
月
の
「
春

闘
期
」
に
労
使
交
渉
が
行
わ
れ
、
賃
金
が
決

め
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
公
務
員
は
「
公
共

の
福
祉
」「
全
体
の
奉
仕
者
」
の
名
の
も
と
に

労
働
基
本
権
の
制
約
を
受
け
、
労
使
交
渉
だ

け
で
は
賃
金
・
労
働
条
件
を
決
定
で
き
ま
せ

ん
。
そ
の
た
め
、
公
務
員
賃
金
の
決
定
は
労

働
基
本
権
制
約
の
「
代
償
措
置
」
と
呼
ば
れ

る
「
人
事
院
勧
告
制
度
」「
人
事
委
員
会
勧
告

制
度
」
に
大
き
く
委
ね
ら
れ
て
い
ま
す
。 

人
事
院
勧
告
制
度
は
国
家
公
務
員
の
賃

金
決
定
に
当
た
り
、
毎
年
４
月
の
民
間
労
働

者
の
賃
金
水
準
と
国
家
公
務
員
の
賃
金
水

準
を
比
較
し
、
そ
の
均
衡
を
確
保
す
る
こ
と

を
基
本
に
勧
告
を
行
う
仕
組
み
と
な
っ
て

い
ま
す
。
人
事
院
勧
告
は
内
閣
と
国
会
に
対

し
て
行
わ
れ
、
内
閣
は
勧
告
を
受
け
給
与
法

改
正
案
を
閣
議
決
定
し
、
国
会
の
議
決
を
経

て
国
家
公
務
員
の
給
与
改
定
が
実
施
さ
れ

ま
す
。 

地
方
公
務
員
の
賃
金
に
つ
い
て
は
、
都
道

府
県
や
政
令
指
定
都
市
、
東
京
都
特
別
区
な

ど
に
も
、
人
事
院
と
同
じ
性
格
を
持
つ
「
地

方
人
事
委
員
会
」
が
設
け
ら
れ
、
給
与
改
定

が
勧
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
勧
告
に
基
づ

き
、
各
自
治
体
の
議
会
に
お
い
て
給
与
条
例

が
議
決
さ
れ
、
賃
金
が
決
定
し
ま
す
。 

し
か
し
、「
地
方
人
事
委
員
会
」
の
設
置
は

▼
今
回
の
紙
面
学
習
シ
リ
ー
ズ
も
、
全
国
町

村
評
議
会
作
成
の
「
組
合
員
ノ
ー
ト
」
を
基

に
「（
賃
金
決
定
の
原
則
と
）
賃
金
闘
争
サ
イ

ク
ル
」
に
つ
い
て
の
内
容
と
な
り
ま
す
。 

▼
本
題
に
入
る
前
に
、
賃
金
決
定
の
原
則
に

つ
い
て
触
れ
て
お
き
ま
す
。
地
方
公
務
員
の

賃
金
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
務
員
法
第
24
条

に
お
い
て
【
図
表
１
】
の
よ
う
に
定
め
ら
れ

 

紙面学習 

当面の日程 

■3月 19日（木） 

15:00～総支部第 63 回定

期大会（御宿 東鳳） 
 

19:00～総支部単組団結交

流会（御宿 東鳳） 
 

■3月 24日（火）  25 （水） 

新  旧総支部事務局長あいさ

つ回り（予定） 

【図表１】地方公務員法第 24 条（抜粋） 

 

（給与、勤務時間その他の勤務条件の根本基準） 

第 24 条 

 

２ 職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共

団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他

の事情を考慮して定められなければならない。 

 

４ 職員の勤務時間その他職員の給与以 

外の勤務条件を定めるに当つては、 

国及び他の地方公共団体の職員との 

間に権衡を失しないように適当な考 

慮が払われなければならない。 

シ
リ
ー
ズ 

45 

『
賃
金
闘
争
サ
イ
ク
ル
』 
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都
道
府
県
と
、
人
口
15
万
人
以
上
の
都

市
に
限
ら
れ
、
実
際
に
、
政
令
指
定
都
市

以
外
の
市
町
村
で
人
事
委
員
会
を
設
置

し
て
い
る
の
は
和
歌
山
市
の
み
で
、
そ

の
他
の
市
町
村
で
は
給
与
勧
告
制
度
自

体
が
存
在
し
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
市
町

村
に
は
、
公
平
委
員
会
が
設
け
ら
れ
て

い
ま
す
が
、
公
平
委
員
会
は
給
与
勧
告

権
限
を
持
っ
て
い
な
い
た
め
、
給
与
の

決
定
は
人
事
院
や
県
人
事
委
員
会
の
勧

告
に
事
実
上
、
左
右
さ
れ
て
い
ま
す
。 

前
述
の
通
り
地
公
法
に
お
い
て
、
職

員
の
給
与
は
、
①
生
計
費
、
②
国
家
公
務

員
、
③
他
の
地
方
公
共
団
体
の
職
員
、
④

民
間
賃
金
、
⑤
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮

し
て
決
定
す
る
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、

こ
の
「
均
衡
の
原
則
」
の
５
つ
の
要
素
の

う
ち
、
総
務
省
は
④
の
地
域
の
民
間
賃

金
を
重
視
す
る
姿
勢
を
強
め
て
お
り
、

地
方
自
治
体
の
賃
金
へ
の
引
き
下
げ
圧

力
と
し
て
作
用
し
て
い
ま
す
。 

ま
た
近
年
で
は
、
自
治
体
財
政
の
悪

化
を
理
由
に
、
独
自
の
賃
金
カ
ッ
ト
や

人
勧
の
値
切
り
・
不
遡
及
を
行
う
例
も

見
ら
れ
ま
す
。
自
治
体
の
場
合
の
経
営

責
任
は
、
ス
ク
ラ
ッ
プ
が
で
き
な
い
首

長
を
始
め
と
し
た
「
当
局
」
に
あ
り
ま

す
。
百
歩
譲
っ
て
、
職
員
の
賃
金
カ
ッ
ト

等
は
、
最
終
手
段
で
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。 

▼
前
置
き
が
と
て
も
長
く
な
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
が
、【
図
表
２
】
が
自
治
労
賃

金
闘
争
サ
イ
ク
ル
で
す
。
民
間
春
闘
を

共
に
闘
い
、
そ
の
結
果
を
受
け
て
人
事

院
・
人
事
委
員
会
勧
告
が
あ
り
、
私
た
ち

の
秋
の
闘
い
が
始
ま
る
と
い
う
流
れ
が

お
分
か
り
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。 

○
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
終
わ
る
と
、
武
力

紛
争
が
始
ま
る
ん
で
す
ね
ぇ
。
北
京
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
閉
幕
後
に
ロ
シ
ア
に
よ
る

ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
が
始
ま
り
、
今
回
も

ま
た…

。
米
国
の
経
済
制
裁
下
に
あ
る

イ
ラ
ン
の
最
大
の
石
油
輸
出
先
は
「
中

国
」（
輸
出
の
約
90
％
）
な
の
だ
そ
う
で

す
。
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
、
今
月
末
、
中

国
を
訪
問
し
ま
す
。
交
渉
を
有
利
に
進

め
る
た
め
の
軍
事
作
戦
だ
っ
た
の
で
は

な
い
か
？
と
い
う
話
も
あ
り
ま
す
。
独

裁
者
同
士
の
喧
嘩
に
巻
き
込
ま
れ
る
一

般
市
民
は
と
て
も
不
幸
で
す
。（
坂
内
） 

 

 

会津総支部ホームペ

ージのトップページ

です。 

 
 

 

 

 

総支部機関紙のバッ

クナンバーは、こち

らから。 

 
 

 

 

 

 

総支部 HP 機関紙 編
集
後
記 

 
 

 
 

 

 

【図表２】自治労賃金闘争サイクル 

 民間企業 国家公務員 地方公務員 自治労 

春
闘
期 

■２月～ 

春闘スタート 

■３月 

民間企業交渉妥結 

■４月 

民間企業の給与改定 

■１月 

国公給与実態調査 

 ■２月～４月 

連合・公務労協に結

集し、春闘に参加。

総務省や人事委員会

等の対策。 

■２月～４月 

民間企業の給与調査

項目・企業の確定 

人
勧
期 

■５～６月 

民間給与実態調査

（民調）の実施 

■８月 

人事院勧告 

■９月（下旬） 

政府の勧告の取り扱

い方針の決定 

 

 

 

 

■９月中旬～10 月

下旬 

各県・政令市等の地

方人事委員会勧告 

■６月 

人事院に人勧期の要

求書を提出 

■６月～８月 

公務労協、公務員連

絡会に結集。早期勧

告をめざし全国行動 

■８～10 月 

地方人事委員会勧告

に向けた取組み 

■９～11 月 

公務労協、公務員連

絡会に結集。早期閣

議決定と国会での給

与確定をめざした取

組み 

賃
金
確
定
期 

 ■10 月～11 月 

政府の給与改正法案

閣議決定・国会提出 

■11 月中旬 

給与法改正案国会で

決議、国家公務員の

給与が確定（俸給表

等の改定により賃上

げがあった場合に

は、4 月に遡って給

与の差額が支給・調

整） 

 

 

■11～12 月 

地方自治体での条例

改正、地方公務員の

給与が確定（給料表

等の改定により賃上

げがあった場合に

は、４月に遡って給

与の差額が支給・調

整） 

■10～11 月 

自治体確定闘争本格

スタート。要求書提

出・交渉強化。 

 

 

 


